議題２（委員会決裁事項（規則第３条第３号））
大阪府立新工業系高等学校の仮称名について
標記について、別紙のとおり決定する。
今後はこの校名（仮称）を使用して広報等を行うこととする。

令和８年６月22日
大阪府教育委員会　　　　　　
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